
令和８年度 県北ものづくり企業力強化事業 

業務委託の公募に関する説明書  

 
この要領は、令和８年度 県北ものづくり企業力強化事業 業務委託に係る公募型プロポーザル

の執行及び契約の締結について、プロポーザルを提出する者（以下「提出者」という。）及び受託者

が留意すべき事項を定めたものであり、提出者は、次の事項を熟知のうえ、プロポーザルを提出し

てください。 

 

１ 業務の概要 

(1) 業務名 

令和８年度 県北ものづくり企業力強化事業業務 

(2) 業務の目的 

令和８年度 県北ものづくり企業力強化事業（以下「本事業」という）では、県北地域を中

心とした中小企業の成長分野等への参入支援をとおして、中小企業の受注力を向上させ、県北

地域の産業活性化を図る。 

(3) 業務の内容 

委託業務の内容は、別添「令和８年度 県北ものづくり企業力強化事業 業務委託仕様書」

（以下「仕様書」という。）を参照すること。 

なお、仕様書の内容を踏まえたうえで、委託業務の目的を達成するために必要な実施内容、

実施手法や実施体制について提案すること。 

(4) 履行期間 

契約締結の日から令和９年３月31日まで 

上記を前提にスケジュールを提案すること。 

(5) 提案額 

    9,128,873円（うち消費税及び地方消費税を含む）を超えない範囲とする。 

    なお、この金額は、予定価格を示すものではなく、事業内容の規模を指示するものであ

り、予定価格はこれを下回る場合があることを留意すること。 

 (6) 契約書 

本業務における委託契約書は、別添「令和８年度 県北ものづくり企業力強化事業 業務委

託契約書」（案）（以下「契約書」という。）を参照すること。 

 
２ 企画提案競争参加者の資格に関する事項 

  当該プロポーザルに参加しようとする者は、以下のすべての要件を満たすこと。 

（1) 茨城県物品調達等競争入札参加者資格審査要項（平成 8 年茨城県告示第 254 号）に基づく

茨城県物品調達等競争資格参加資格者名簿に登録されていること。 

      なお、新規に入札参加資格を得ようとする者は、所定の資格審査申請書に必要事項を記入の

うえ、下記に示す場所へ申請すること。申請は随時受け付けているが、審査に相応の日数を要

するため留意すること。 

   ＜申請書の入手、提出及び問合せ先＞ 

    〒310-8555 茨城県水戸市笠原町 978 番 6 

    茨城県会計事務局会計管理課会計指導室 調度担当 

    電話 029-301-4875（直通） 

(2) 茨城県物品調達等登録業者指名停止基準に基づく指名停止の措置を受けていない者である

こと。 

(3) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当しない者及

び同条第 2項の規定に基づく茨城県への入札への参加の制限を受けていない者であること。 

(4) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 条）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平



成 11年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

(5) 当該業務を円滑に遂行するために必要な組織、人員、資金等の経営基盤を有する者である

こと。 

(6) 茨城県暴力団排除条例（平成 22 年茨城県条例 36 号）第 2 条第 1 号から同条第 3 号に規定

する者でないこと。 
(7) 申請事項に疑義が生じた場合、県が実施する調査に協力すること。 

 

３ 担当部局 

  茨城県産業戦略部技術革新課 技術革新支援担当 

  住 所：〒310-8555 茨城県水戸市笠原町 978 番 6 

  電 話：029-301-3579 

  ＦＡＸ：029-301-3599 

  電子メール：gijutsu@pref.ibaraki.lg.jp 

 

４ 提出書類及び部数 

(1) 提出書類 

ア 企画提案提出書（様式第１号）       

イ 企画提案書（任意様式）         

     企画提案書は別紙「企画提案書の作成要領」により作成すること。 

ウ 資格要件に関する申立書（様式第２号）  

(2) 提出部数  

【持参、郵送（郵便書留）の場合】 

    上記（１）アを１部 

上記（１）イを７部 

上記（１）ウを１部 

   【メール及び茨城県電子申請届出システムの場合】 

    上記（１）アからウまでを各１部 

 

５ 提出期限及び提出先 

(1) 提出期限  令和８年４月７日（火）から 

令和８年４月２２日（水）午後５時必着 

(2) 提出先   担当部局に同じ 

又は茨城県電子申請届出システム（https://apply.e-tumo.jp/pref-

ibaraki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=86773） 

(3) 提出方法  持参、郵送（必着）、メール又は茨城県電子申請届出システムにより提出して

ください。なお持参する場合は平日午前９時から午後５時までに持参するこ

と。 

 

６ 審査方法及び評価項目 

(1) 審査方法及び結果の通知 

    提出された企画提案書は、審査委員会において下記(2)の評価基準により審査する。採否に

ついては、決定後速やかに通知する。 

    なお、審査は非公開とし、審査結果についての異議申立ては認めない。 

 (2) 企画提案を特定するための評価項目 

審査項目 審査基準（項番） 

１ 企業概要 ①会社概要（経営体制・機密保持体制） 

２ 提案内容の的確性 ②業務への理解（仕様書の遵守）、手法の妥当性 



③追加提案の有無とその独自性 

３ 提案内容の実現性 

④業務の進捗管理（スケジュール含む）の妥当性 

⑤事業実施体制の妥当性 

⑥同種又は類似事業の実績・成果 

４ 費用の妥当性 ⑦見積額の妥当性 

   

７ 質問の受付 

 (1) 質問受付期間 

     令和８年４月７日（火）から令和８年４月２１日（火）午後５時まで 

  (2) 質問の提出方法 

    電子メール（様式任意）により提出すること（送付先：gijutsu@pref.ibaraki.lg.jp） 

 (3) 回答 

    電子メールにより回答する。 

 

８ 企画提案書の取扱い 

 (1) 企画提案書の提出は、１者につき１案のみとする。 

 (2) 企画提案書は返却しない。 

(3) 企画提案書は、審査を行うために必要な範囲で複製を作成することがある。  

(4) 企画提案書の作成のために作成した資料は、本県の了解なく公表、使用できない。 

 
９ 無効となる企画提案書 

次の各号のいずれかに該当した企画提案書は、無効とする。 

(1) 提案書の提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの 

(2) 提案書作成要領に指定する提案書の作成様式及び記載上の留意事項に示された条件に適合

しないもの 

(3) 提案書に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの 

(4) 提案書に記載すべき事項以外の内容が記載されているもの 

(5) 許容された表現方法以外の表現方法が用いられているもの 

(6) 虚偽の内容が記載されているもの  

 

10 プレゼンテーションについて 

  企画提案書は原則として書面審査によることとし、プレゼンテーションは実施しない。 

 

11 その他 
(1) 書類の作成に用いる言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

(2) 契約書作成の要否：要 

(3) 企画提案書の作成及び提出に関する費用は、提案者の負担とする。 

(4) 企画提案書の提出後、本県の判断により補足資料の提出を求めることがある。 

(5) 企画提案書に記載した配置予定の技術者は、病床、死亡、退職等きわめて特別な場合を除き、

変更することはできない。 

(6) 企画提案書の提出後契約締結までの期間中に指名停止となった場合には、以後手続きの参加

資格を失うものとし、次順位の者と手続きを行う。 

(7) 企画提案書に虚偽の記載をした場合は、企画提案書を無効にするとともに、不利益処分を行

うことがある。 

(8) 提案の採用決定後、提案内容をそのまま委託するとは限らず、委託条件・仕様等を含めて契

約段階において若干の修正を行うことがある。また、委託金額については、採用決定後、見積

り合わせにより別途決定する。  



（様式第１号） 
 

企 画 提 案 提 出 書 
 

令和  年  月  日 
 茨城県知事  大井川 和彦 殿 
 

住 所 
商号又は名称 
代表者職氏名            

 
 
 この業務を受託したいので、別添のとおり関係書類を提出します。 
 
 
１ 業務名称 

令和８年度 県北ものづくり企業力強化事業業務 
 
２ 記載責任者及び連絡先 

 氏 名（ふりがな）  

 所属及び役職名  

 電話番号  

 ＦＡＸ  

 E-mail  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



（様式第２号） 
 

資格要件に係る申立書 
 

令和  年  月  日 
 

 茨城県知事  大井川 和彦 殿 
 

住 所 
商号又は名称 
代表者職氏名            

 
 
 茨城県が実施する令和８年度 県北ものづくり企業力強化事業業務の企画提案競争の参加に要求

される下記の資格要件を全て満たす者であることを申し立てます。 
 

記 
 

(1) 茨城県物品調達等競争入札参加者資格審査要項（平成８年茨城県告示第２５４号）に基づく

茨城県物品調達等競争入札参加資格者名簿に登録されており、茨城県物品調達等指名競争入札

参加者指名基準及び入札心得（平成９年茨城県告示第 1141 号）を了知していること。 

 

(2) 茨城県物品調達等登録業者指名停止基準に基づく指名停止の措置を受けていない者であるこ

と。 

 

(3) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

及び同条第２項の規定に基づく茨城県への入札への参加の制限を受けていない者であること。 

 

(4) 会社更生法（平成１４年法律第１５４条）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平

成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていな者であること。 

 

(5) 茨城県税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 

 

(6) 当該業務を円滑に遂行するために必要な組織、人員、資金等の経営基盤を有する者であるこ

と。 

 

(7) 茨城県暴力団排除条例（平成２２年茨城県条例第３６号）第２条第１項から同条第３号に規

定する者でないこと。 

 

(8) 申請事項等に疑義が生じた場合、県が実施する調査に協力すること。 

 
 
 
 
  



企画提案書の作成要領 

 
１ 提案書は、以下に基づき作成するものとする。  
・ 企画提案書は［提案書作成内容］の項番順に、「評価項目」に沿って記載すること。  
・ 提案にあたり、県北地域の中小企業の脱下請・自立化に寄与する観点について、提案者の考え

が分かるように、各項目の記載を工夫すること。 
・ 仕様書記載の各指標を達成するための効果的な提案を行うとともに、その根拠となる実績や

強み・独自性などを記載すること。 
 
２ 企画提案書の作成にあたっては、以下の事項に留意すること。  
・ 提案は、文書、イメージ図・イラスト等を活用し、簡潔に記載すること。  
・ 文字は注記等を除き原則として10.5ポイント以上の大きさとすること。  
・ 各ページには、ページ番号を表示すること。  
・ 用紙の大きさは原則A4版縦、横書き、左綴じ、両面印刷とする。 

※ただし、内容によりA4版横又はA3版（綴じる際はA4版の大きさに折り込むこと）も可。 
 
［提案書作成内容］ 

項番  評価項目  記載内容（要求要件）  
1  基本的事項 

1.1  会社概要 会社名をはじめとした概要を記載すること。 

1.2  機密保持 社内の機密保持体制及び本事業での機密保持方針等を記載すること。 

1.3  会社の強み 提案に関して、会社の強み、アピールポイント等を記載すること。 

2  業務への理解・提案  

2.1  事業への貢献 事業の目的や将来像に対する具体的な貢献について記載すること。 

2.2  業務内容 事業の全体像を踏まえた上で、仕様書の「事業目標」や業務内容を達成

する手法等について具体的に提案すること。 

2.3 追加提案項目  貴社の実績等を踏まえて、仕様書に追加する提案を記載すること。 

2.4 要望・特記事項  本県への要望、その他特記事項があれば、記載すること。 

3  業務の管理・推進 

3.1  スケジュール 契約締結後のスケジュール案を記載すること。 

3.2  進捗管理等 技術革新課との以下のコミュニケーションについて提案すること。 

・打合せの時期・頻度 

・進捗管理・報告 

・課題が生じた場合の対応 等 

4  体制及び会社の実績 

4.1  業務実施体制 業務実施体制について、体制図等により提案すること。他機関との連携

があれば含めること。 

4.2  類似業務の実績と

成果 

類似業務の実績と成果について、開示可能な範囲で記載すること。 

・顧客、内容（目的、特に工夫を必要とした点等） 

・規模（金額等） 

・時期・履行期間 

5 費用の妥当性 

5.1 見積書の提出 有効期限及び見積額（可能な限り詳細に提示）を記載した見積書を提

出すること（見積額は、提案に係る一切の経費を見込むこと）。なお、

見積書には税抜価格及び消費税10％を計上した額を記載すること。 

 


